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１ 件  名  さいたま市チャレンジスクール運営支援業務 

 

２ 履行場所  さいたま市浦和区岸町４丁目１番２９号 外（別表１のとおり） 

 

３ 履行期間  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

４ 一般事項   

⑴  さいたま市チャレンジスクール運営支援業務（以下「本業務」という。）の目的

を達するため、本業務の遂行に必要な事項を、さいたま市チャレンジスクール運

営支援業務仕様書（以下、「本仕様書」という。）の外、さいたま市チャレンジス

クール運営支援業務特記仕様書（以下「本特記仕様書」という。）に定める。 

⑵  受託者は、契約締結後本業務に関する次のアからウまでの書類を紙面にて委託

者に提出する。アからウまでの書類の内容については、事前に委託者と協議する。

なお、委託者は、業務の実施状況を確認するため、受託者に対し適宜、収支報告

書等の提出を求めることができる。 

ア 各業務の責任者及び組織体制 

イ 業務従事者名簿 

ウ 事業計画調書及び所要経費計画 

⑶ 受託者は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、委託者

に連絡する。 

⑷ 本業務を遂行するにあたり必要となる費用の支払い及び資機材の調達について

は、受託者の負担による。 

⑸ 受託者は、業務を遂行する上で、これに携わる職員を管理監督するとともに、

「さいたま市業務委託契約基準約款」に準拠し、特に個人情報の保護及び漏洩防

止に関しては周知徹底を図る。 

⑹ 本業務に係るデータの紛失等がないよう、「さいたま市業務委託契約基準約

款」の別記「情報セキュリティ特記事項」に従い、適切に業務に当たること。ま

た、本業務が終了する場合の電子事務機器における残存データについても責任を

持って対応し、それを起因とする漏洩に関しては履行期間外でも責任を負う。 

⑺ 受託者は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。ま

た、これを本業務以外に使用してはならない。このことは、契約の解除後及び期

間満了後においても同様とする。 

⑻ 受託者は、本業務の実施にあたって、委託者又は第三者に損害を及ぼしたとき

は、委託者の責任に帰する場合のほかは、その賠償の責任を負う。 

⑼ 受託者は、次に定める業務を行う。 

ア 業務の実施にあたって関係する機関との連絡調整 

イ 業務履行確認検査の立会い及びその準備 

⑽ 本仕様書及び本特記仕様書に記載されていない事項であっても、法令により義

務付けられている事項及び軽微な変更など業務上当然に必要な事項については、

業務履行の範囲に含まれるものとする。また、委託者の依頼に基づく業務について
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は協議を行う。 

⑾ 受託者は、業務の履行において、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（平成 25 年法律第 65 号）第 10 条及び附則第４条の規定に基づき委託者が定め

た地方公共団体等職員対応要領を踏まえ、委託者が提供することとされている障

害者に対する合理的配慮に留意するものとする。 

⑿ 受託者は、契約締結前に委託者と受託者で協議し、委託者の承諾後に支払内訳書

を作成し提出する。 

 

５ 特約条項    

令和８年度のさいたま市歳出予算における当該契約金額に基づく予算措置がなさ

れない場合は、本契約を変更または解除する場合がある。 

 

６ その他 

⑴ 履行期間中に受託者において作成した資料は、常時電子データにより委託者及

び受託者において、情報共有することとする。 

⑵ 履行期間満了後、次年度以降に契約を締結しない場合は、各チャレンジスクー

ルからの報告書等について、委託者と協議の上、次期受託者へ提供することとす

る。 

⑶ 履行期間満了後、次年度以降に契約を締結しない場合、委託者を通して可能な

限り引継ぎに協力すること。 

⑷ 各業務に係る項目について、本仕様書及び本特記仕様書に明記されていない事

項がある場合及び疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議して定める。 
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さいたま市チャレンジスクール運営支援業務特記仕様書 

 

 

１ 仕様書の位置付け 

  さいたま市チャレンジスクール運営支援業務仕様書（以下「本仕様書」という。）

及びさいたま市チャレンジスクール運営支援業務特記仕様書（以下「本特記仕様書」

という。）は、「さいたま市チャレンジスクール推進事業実施要綱」に基づく「土曜チ

ャレンジスクール」及び「放課後チャレンジスクール」（以下「チャレンジスクール

事業」という。）の推進に係る「さいたま市チャレンジスクール運営支援業務」の遂

行に必要な事項を記したものである。 

 

２ 背景 

  チャレンジスクール事業では、平成２４年度から、市立小・中学校の全校を対象

として、子どもたちを心豊かで健やかにはぐくむことを目的に、土曜日や放課後等

に学校の教室等を活用し、より多くのより幅の広い層の地域住民等の参画を得て、

地域と学校が連携・協働して、子どもたちの自主的な活動や、スポーツ・文化活動な

ど多様な活動を実施してきた。 

  平成２９年３月に社会教育法の一部が改正され、本事業のような地域と学校が協

働して行う「地域学校協働活動」の推進が肝要となったことから、今後は本事業の

より一層の充実と推進が必須となっている。 

 

３ 目的 

  本業務は、各チャレンジスクールに対して、各チャレンジスクールのニーズを反

映した、適切で質の高い支援や情報の提供を行うことにより、チャレンジスクール

事業を持続させ、一層の充実と推進を図ることを、主たる目的とする。 

  具体的には、以下のことを実現すること。 

⑴ 各チャレンジスクールの運営について適切な支援体制を整えること。 

⑵ 児童生徒にとって有意義で魅力のある「学習プログラム」及び「体験プログラ

ム」（以下「プログラム」という。）を提供すること。 

⑶ 活動を安定的かつ継続的に行うことができるようチャレンジスクールの運営に

係る教室コーディネーター及び学習アドバイザー並びに安全管理員等（以下「スタ

ッフ」という。）や、講師等の人材の確保等に努めること。 

⑷ スタッフの資質を向上させるための具体的方策を講じること。 

⑸ 参加児童生徒及びその保護者並びに運営するスタッフの満足度の向上のため、

具体的方策を講じること。 

⑹ チャレンジスクールに係る広報について、具体的方策を講じること。 

 

４ 業務の内容 

 受託者は、本特記仕様書「３ 目的」を達成するために、以下の業務を行うこと。 

⑴ チャレンジスクール支援に係る業務 
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受託者は、チャレンジスクールを運営するスタッフにより構成される、チャレ

ンジスクール実行委員会（以下「実行委員会」という。）に対し、以下のことを行

うこと。 

① 実行委員会への支援に関すること。 

   ア 各実行委員会の請求に応じ、運営費等に係る事務手続きを行うこと。詳細

は、別紙１「運営費等に係る事務手続き」を参照すること。 

   イ 各学校の学校地域連携コーディネーター、各実行委員会及び各チャレンジ

スクールのスタッフ等と連携を図ること。 

ウ 各実行委員会や各チャレンジスクールからの問い合わせ等に適切に対応す

るとともに、必要に応じて運営等に関して的確な助言を行うこと。 

エ 各実行委員会からの請求に応じ、謝金等の支払い等を行うこと。詳細は、

別紙２「謝金等事務手続き」を参照すること。 

オ スタッフ等の登録名簿について適切な管理を行うこと。 

カ 各実行委員会の求めに応じ、必要になった消耗品等を速やかに準備・配布

すること。なお、消耗品等への対応や経費等は、受託者の負担とする。 

キ 各チャレンジスクールにおいて一律に、または同時期に調達する必要のあ

る消耗品等については、一括して購入する方が有利な場合、受託者が取りま

とめて購入しても差支えない。ただし、その場合は必ず事前に委託者の同意

を得た上で、各チャレンジスクールに必要な説明を行うこと。 

ク 業務連絡用の携帯電話（スマートフォンを含む。以下、「携帯電話」とい

う。）を貸与すること。 

(ｱ) 各チャレンジスクールの緊急及び事務連絡用として、携帯電話を各チ

ャレンジスクールに必要数貸与すること。 

(ｲ) 貸与する携帯電話は、通話・メール・インターネット接続ができるも

のであること。 

(ｳ) 貸与する携帯電話は、現在使用している電話番号を継続して使用でき

るように努めること。 

(ｴ) 携帯電話の電話番号の継続使用、貸与等に係る経費は、受託者の負担

とする。 

ケ 報告書の管理や報告等を適切に行うこと。 

(ｱ) 実行委員会から主に書面により提出される報告書により実施状況等を

把握し、運営に役立てること。 

(ｲ) 実施状況等について、委託者が必要とする内容について報告するこ

と。なお、報告する内容は、委託者と協議の上取り決めること。 

   コ 各チャレンジスクールの効率化を図るため、事務手続きに関する手引きを

実行委員会及び学校地域連携コーディネーターへ配布すること。 

サ 学校地域連携コーディネーターが新任である場合においては、求めに応じ

て、事務等基本事項の説明を行うこと。 

シ 毎月の経費使用額をクで貸与している携帯電話にメールで連絡すること。 

② 参加児童生徒等への安全管理に関すること。 
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受託者は、チャレンジスクールが安心安全に運営できるよう、業務にあたる 

施設等の概要や状態の把握に努め、参加者の安全に十分配慮し、危害発生の防

止を図るため、委託者と協力の上、情報提供及び適切な助言を行うこと。 

ア 参加児童生徒等への安全確保をすること。 

イ チャレンジスクールの活動中の事故発生時に連絡がとれる体制を整えるこ

と。 

ウ 事故があった際は、チャレンジスクールからの事故報告を受理し、迅速か

つ適切な処置をとるとともに、その旨を委託者へ速やかに報告すること。 

エ 参加児童生徒及びスタッフを対象とした、保険に加入すること。なお、保険

の種類は以下のとおりとする。 

(ｱ) チャレンジスクールの活動実施中や参加するための往復途上を対象と

した傷害保険へ加入すること。 

(ｲ) 活動中に生じた事故等を対象とした損害賠償保険へ加入すること。 

オ エで加入する保険について、その実績を委託者へ報告すること。 

カ 保険の補償内容、適用範囲については、委託者が提示するものとする。 

キ 参加児童生徒にかかる傷害保険料は参加者自らの負担とする。ただし、加

入に伴い前払いで保険料を支払う必要がある場合は、受託者が立て替えて支

払い、精算時に各チャレンジスクールから保険料相当額を収納する。 

ク スタッフの傷害保険及び損害賠償責任保険の保険料は本契約に含むものと

し、受託者が負担する。 

③ 巡回訪問に関すること。 

ア 各チャレンジスクールの実施状況の把握、スタッフからの相談受付及び助

言を行うため、委託者と協議の上、小学校及び中学校の各チャレンジスクー

ルを、計画的に巡回訪問すること。 

イ 巡回訪問先は、委託者と協議の上取り決めること。 

ウ 巡回訪問実施後は、委託者へ速やかに書面またはデータにより報告等を行

う。なお、報告事項の詳細は、委託者と協議の上取り決めること。 

⑵ プログラムの提供に係る業務 

受託者は、各チャレンジスクールが選択して実施できるプログラム等を提供す

ること。 

① プログラムの提供に関すること。 

ア 小学生向け、中学生向けのプログラムを以下のとおり提供すること。 

 (ｱ) 学習プログラム「思考力教材」の全校への配布 

 (ｲ) 複数種類の学習プログラムを希望校へ配布 

 (ｳ) 講師を派遣する講座の提供 

 (ｴ) 研修会におけるプログラムの提供 

イ プログラムは、国語、社会、算数・数学、理科、生活、英語、運動、体験

学習等で、一般市場において有料で提供されている内容と同程度か、それ以

上のものとする。 
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ウ ＩＣＴを活用できる環境が整った場合においては、実行委員会の求めに応

じ、ＩＣＴを活用したプログラムの提供について検討すること。 

エ プログラムの実施にあたり、受益者負担分として保険料、材料費等を含む

参加料を参加児童生徒から徴収することを可とする。必要に応じて、委託者

と協議を行うこと。 

オ エで徴収する費用は、実費相当額（１回あたり 1,000 円以内）とし、参加

児童生徒の負担が高額とならないよう配慮すること。 

カ 有料のプログラム実施にあたり必要となる経費は、参加児童生徒から徴収

する参加料で賄うことを原則とする。必要に応じて、委託者と協議を行うこ

と。 

キ さいたま市が連携している大学、企業等と調整し、プログラム等の実施に

ついて協議すること。 

② 講師に関すること。 

ア 講師の派遣 

(ｱ) 受託者は、実行委員会の求めに応じ、外部講師派遣の手配に係る事務

手続きを行うこと。詳細は、別紙３「講師派遣の手配に係る事務手続

き」を参照すること。 

(ｲ) 受託者提供のプログラムを実施する場合は、講師に対し、本事業の趣

旨等を理解させるための研修等を受けさせること。 

   イ 講師の養成 

受託者が開発したプログラムにおいて講師を派遣するために、講師として

必要とされる知識・技術等を習得できるよう、講師の養成に努めること。 

   ウ 講師の確保 

実行委員会の求めに応じて、チャレンジスクールで実施する内容に必要と

される講師を派遣できるよう努めること。 

⑶ スタッフ等の人材確保に係る業務 

受託者は、チャレンジスクールのスタッフの人材確保に係る業務として、以下

のことを行うこと。 

① スタッフの配置支援に関すること。 

ア チャレンジスクールのスタッフに欠員が生じるなどした場合に、各実行委

員会の求めに応じ、スタッフ配置の支援を行うこと。 

イ ボランティアを増やすことができるように、「４⑷」で定める研修会、運

営会議において、事例等の紹介を行うよう努めること。 

② ボランティアシティさいたまＷＥＢ（以下「ぼらたま」という。）を活用した

人材確保に関すること。 

  受託者は、ぼらたまを活用し、ボランティアの確保等を行うにあたり、委託者

が別途契約しているぼらたまの保守業務受託者と連携し、次の業務を実施する。 

 ア 新規登録者に関すること。 

(ｱ) ぼらたまに新規登録した者のうち、チャレンジスクールのスタッフとし

てボランティア活動の登録を希望する者にボランティア基礎研修を実施
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すること。研修内容は、新規登録者がチャレンジスクールの内容やスタッ

フとしての役割を自覚できるような研修とすること。 

(ｲ) 毎月１回程度新規登録者を対象とした研修を実施する。なお、これによ

り難い場合は、別途対象者の相談に応じること。ただし、対象者がいない

場合はこの限りではない。 

(ｳ) 研修に係る広報、連絡調整、会場確保等の庶務を行うこと。 

(ｴ) 研修場所は、できるだけ交通至便な場所とすること。 

(ｵ) 新規登録者が研修を受講した場合には、ぼらたま登録者とすること。 

イ ぼらたま登録者のうちチャレンジスクールの研修を受講した者と、各チャ

レンジスクールとのマッチング作業を行い、マッチング結果を双方へ伝える

こと。なお、必要に応じて、各チャレンジスクールに対して、ボランティア

紹介の要否を確認するよう努めること。 

  ③ 大学生等のボランティアの拡充に関すること。 

    受託者は、大学等と調整の上、対面またはオンラインによる説明会を実施

し、チャレンジスクールの周知を図るとともにボランティアの拡充に努めるこ

と。また、その実施状況について、委託者に報告すること。 

  ④ ボランティアの募集に資するため、ボランティアシティさいたまＷＥＢ（ぼ 

らたま）経由でマッチングをしたボランティアについては、年齢、職業、ボラ 

ンティアを始めるきっかけについて把握し、委託者へ適宜報告すること。 

⑷ スタッフの資質向上及びチャレンジスクールの充実に係る業務 

  受託者は、チャレンジスクールのスタッフの資質向上及びチャレンジスクール

の充実に係る業務として、以下のことを行うこと。 

① スタッフの研修等に関すること 

 ア チャレンジスクールの安全な運営及び充実に資するため、各チャレンジス

クールのスタッフを対象として研修会を年４回程度企画し、実施すること。

なお、開催回数及び開催日については、あらかじめ委託者と協議を行い、決

定するものとする。 

イ 研修会開催に係る庶務は受託者が行い、開催に係る経費は受託者が負担す

ること。 

ウ 研修会開催後、会議の終了の日から１か月以内に会の内容を委託者に書面

にて報告すること。 

エ 研修会を有用なものとするために、全体をいくつかのグループに分けて、 

実施することは差し支えない。 

 オ 研修会の内容の決定にあたっては、委託者と協議を行い、委託者の承認を

得ること。内容の決定の際には、スタッフのニーズを的確に把握するため、

必要に応じてスタッフ等を対象としたアンケートを実施すること。アンケー

トの集計は受託者において行うこと。 

   カ 研修会の講師は、実務に関する知識や経験を持つ者とすること。 

キ 研修会の参加者のうち、参加に際し交通費がかかる者について、実費相当

額を支払うこと。 
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ク チャレンジスクールがより発展、充実、拡大していくために必要な情報

や、国及び他の市区町村等の事例など情報の収集に努めるとともに、研修等

において適宜報告すること。 

ケ チャレンジスクールのスタッフに対して、ボランティアの内容や子どもへ 

の対応方法等が記載された冊子の作成及び配布を行うこと。記載する内容や 

配布する対象は、委託者と協議の上決定すること。 

コ ぼらたまに関するシステム操作及び作業の支援を必要に応じて行うこと。 

また、ぼらたまの保守業務受託者が作成しているぼらたまへの各種登録作業

用のマニュアルを各チャレンジスクールの求めに応じて配布すること。 

② 運営会議の企画・運営に関すること。 

 ア 運営会議の概要に関すること。 

(ｱ) 各チャレンジスクールの代表者全員（約１８０人）を対象とした全体会

の企画・運営をすること。 

(ｲ) 各チャレンジスクールの代表者を対象として、小学校を４、中学校を２

程度のブロックに分け、それぞれのブロックごとに開催するブロック会

（１回あたり約３０人）を企画・運営すること。 

イ 運営会議の議事の進行等を行うこと。詳細については、あらかじめ委託者

と打ち合わせを行って決定すること。 

ウ 委託者が運営会議のテーマ選定を行う際に、受託者はテーマ選定について

の助言を行うこと。スタッフのニーズを的確に把握した提案を行うため、年

に１回以上、スタッフ等を対象としたアンケートを実施すること。アンケー

トの集計は受託者において行うこと。アンケート実施の時期については、委

託者と協議すること。 

エ 運営会議においては、主に次の事項について協議を行うこととする。 

(ｱ) チャレンジスクールの運営に係る事項 

(ｲ) チャレンジスクール開催時の安全管理に係る事項 

(ｳ) 事業実施後の検証・評価に関わる調査資料等の収集に係る事項 

(ｴ) その他、チャレンジスクールの充実・課題解決に必要な事項 

   オ 運営会議の開催は次のとおりとすること。なお、開催回数及び開催日につ

いては、あらかじめ委託者と協議を行い、決定するものとする。 

(ｱ) 全体会    … 年２回程度 

(ｲ) ブロック会  … 各ブロックにつき年１回以上 

   カ 運営会議開催に係る庶務は受託者が行い、開催に係る経費は受託者が負担

すること。 

キ 運営会議開催後、会議の終了の日から１か月以内に会議内容を委託者に書 

面にて報告すること。 

③ 企画会議の企画・運営に関すること。 

ア 区のチャレンジスクールの代表者を対象とした企画会議（以下「企画会

議」という。）の企画・運営をすること。 
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イ 企画会議の議事の進行等を行うこと。その詳細については、あらかじめ委

託者と打ち合わせを行って決定すること。 

ウ 企画会議においては、テーマ選定は、委託者において行うこととする。 

その際に受託者は、テーマ選定についての助言を行うこと。なお、企画会議

においては、主に次の事項について協議を行うこととする。 

 (ｱ) チャレンジスクール運営会議に係る事項 

 (ｲ) その他、チャレンジスクールの充実・課題解決に必要な事項 

ウ 企画会議を、年４回程度実施すること。なお、開催回数及び開催日につい

ては、あらかじめ委託者と協議を行い、決定するものとする。 

エ 企画会議開催に係る庶務は受託者が行い、開催に係る経費は受託者が負担

すること。 

オ 企画会議開催後、会議の終了の日から１か月以内に会議内容を委託者に書 

面にて報告すること。 

⑸ 満足度向上に係る業務 

  受託者は、チャレンジスクールの満足度向上に係る業務として、以下のことを 

行うこと。 

① アンケート調査に関すること。 

ア 受託者は、参加児童生徒及びその保護者、スタッフを対象とした各チャレ

ンジスクールに係るアンケート調査を実施すること。なお、アンケート調査

は回答者を一定数確保できる方法により行うこととする。 

イ 調査項目及び実施方法並びに報告の方法については、あらかじめ委託者と

十分に打ち合わせること。 

ウ 回収したアンケート調査の集計を行い、自由記述欄も含む集計結果（全市

分一括及び各チャレンジスクール別）のエクセル形式またはｃｓｖ形式のデ

ータを委託者及び各チャレンジスクールに速やかに報告すること。なお、集

計を行う項目は、委託者及び受託者において協議を行い決定すること。 

エ ぼらたまを活用・集計し、委託者及び各チャレンジスクールへ報告を行う

こと。 

オ 委託者が提供する前年度の調査結果の成果と課題を分析し、資料を作成・

配布等を行い、研修等において活用すること。 

カ アンケート実施に係る用紙の印刷費、自由記述のパンチャー入力、集計、

分析等にかかる費用、研修等の資料にかかる費用は受託者の負担とする。 

⑹ 広報業務 

① 広報に関すること。 

ア チャレンジスクール事業に関する広報等を行うこと。 

イ 広報する対象を明確にし、ぼらたまやＳＮＳを活用するなど、各対象に適

した方法で広報を行うこと。 

ウ スタッフの募集チラシ（Ａ４版表裏カラー）や広報等に資するチラシ、の

ぼり等を、委託者の求めに応じ作成し提供すること。チラシ、のぼり等の作

成に係る経費は、受託者の負担とする。 
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エ チャレンジスクール事業の広報及び本特記仕様書「４⑶③」に記載の「ボ

ランティアの拡充」のために、市立小・中学校、近隣の高等学校・大学、公

民館、図書館等に本特記仕様書「４⑹①ウ」で作成したチラシ等を配布する

こと。公民館、図書館等への配布にあたっては、会議や使送便等を活用する

こと。なお、各学校の実情に応じて、学校地域連携コーディネーターがチラ

シの配布を行う場合もあるため、必要に応じて、作成したチラシを作成枚数

の範囲内において提供すること。 

 

５ 業務の遂行 

⑴ 受託者は、各業務上緊急に必要と認められるとき（事件、事故、停電、断水、

災害、感染症等）は臨機の措置を行い、かつ措置について委託者に遅滞なく報告

するとともに対応等に協議を行うこと。 

⑵ 受託者は、本業務を遂行できる資質を持つ人員を適切に配置すること。 

⑶ 受託者は、各チャレンジスクールのスタッフがボランティアで活動する市民で

あることを十分に認識し、懇切丁寧に接すること。 

⑷ 受託者は、本業務の遂行において重大なトラブルが発生した場合は、その都

度、委託者に対する報告会等を開催すること。 

⑸ 受託者は、さいたま市放課後子ども居場所事業の委託事業者と必要に応じて連

携を図ること。 

 

６ 提出書類 

 ⑴ 本業務について、以下の内容に関する報告書を作成し提出すること。書類の内

容については、原則として、履行期間開始時に委託者と協議する。なお、本報告

書は、３か月ごとに作成し、速やかに電子データ及び紙面にて提出すること。 

① 活動内容に関する事項 

② 実績に関する事項 

③ 収支に関する事項 

④ その他委託者が求める本業務に係る事項 

 ⑵ ぼらたまのシステムにおいて至急の連絡が必要となった場合に備え、システム

に関する緊急連絡先を提出すること。提出された連絡先は、ぼらたまの保守業務

受託者に提供するので、予め了承すること。また、委託者は、ぼらたまの保守業

務受託者から提供のあった緊急連絡先を受託者へ提供する。なお、本連絡先は、

本仕様書「４ 一般事項」の(2)ア～ウの書類と併せて提出すること。 

⑶ ぼらたま運用業務について、以下の内容に関する報告書を作成し提出するこ

と。書類の内容については、原則として、履行期間開始時に委託者と協議する。

なお、本報告書は、３か月ごとに作成し、速やかに電子データ及び紙面にて提出

すること。 

 ① 研修の参加状況 

② 研修の参加者年代性別ごとの内訳 

③ 研修会の開催実績 
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④ 登録者紹介先団体内訳 

⑤ その他委託者が求める本業務の報告に係る事項 

⑷ 受託者は、業務を適正かつ円滑に実施するために、委託者と本業務について打

ち合わせを行った場合には、遅滞なく打ち合わせ議事録等を作成し、速やかに委

託者に提出すること。 

 

７ 業務の再委託の禁止 

受託者は、受託した業務の大部分もしくは重要な部分を第三者に委託し、または請

け負わせることはできない。受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わ

せようとするときは、あらかじめ、委託者の承諾を得なければならない。 

ただし、プログラム提供のため、大学・企業・ＮＰＯ等から協力を得る場合におい

ては、第三者へ委任してもよいこととする。 

 

８ 業務計画の変更等 

⑴ 受託者は、事業計画を変更する場合、または所要経費の費目（謝金等）の流用

を行う場合は、あらかじめ委託者に連絡し、協議の上必要な措置を講じるものと

する。 

⑵ 受託者は、代表者の変更を必要とする場合及び事業の継続が不可能になった場

合等は速やかに委託者へ報告の上、対応等を協議すること。 

 

９ 委託料等について 

⑴ 提示資料 

委託者に対し本契約に関する業務ごとの内訳を提示すること。 

⑵ 帳簿の作成等 

本契約に係る収入及び支出を明らかにする帳簿を備え、委託者の請求があった

ときは、いつでも開示及び提出できるよう収入及び支出の事実を明らかにした領

収書その他の関係証拠書類とともに、委託を受けた期間の属する年度の翌年度か

ら５年間整理保存しておくこと。また、委託者は必要に応じ実地調査を行うこと

ができることとし、受託者はこれを拒んではならない。 

⑶ 利息の取扱い 

預貯金により生じた利息については、本業務を遂行するために必要な経費に充

当することができる。 

⑷ 委託料の支払い 

    ① 委託者は、受託者の請求に基づき、委託料を支払う。委託料の支払方法につ

いては、委託者と協議の上決定する。 

② 委託者は、前項の定めによる請求があったときは、その日より３０日以内に

委託料を支払う。 

③ 委託者は、事業計画の内容等を協議した上で、契約金額の範囲内で事業に要

する経費を委託料として受託者に支払う。 
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④ 受託者は、委託料の管理にあたっては、適切な対応を図らなければならな

い。 

 ⑸ 委託料の変更 

感染症等の影響によりチャレンジスクールの活動が休止された場合には、実施

回数等の実績に基づき、委託料について、委託者及び受託者において協議を行

い、変更を行うこととする。 

⑹ 各経費の内訳 

本業務に係る委託料の区分や支出の割合は以下を参考とすること。ただし、以

下に記載する各経費の区分等は、見積りに必要な参考資料として提示しているた

め、実際の支出割合を決定するものではなく、また、受託者における各経費の区分

等について指定するものではない。 

 

 

区分 割合 

チャレンジスクール支援業務に係る経費※ ７０％ 

プログラム提供、スタッフ等の人材確保に係る業務、スタ

ッフの資質向上に係る業務、満足度向上に係る業務及び広

報業務に係る経費 

１７％ 

本業務を行うために必要な受託者における人件費や事務処

理等に係る経費 
１３％ 

   （消費税及び地方消費税を除く） 

 

※ チャレンジスクール支援業務に係る費用内訳 

対象等 １回あたりの金額 割合 

謝金 

学習アドバイザー 

（教室コーディネーター） 
２，０００円 ４６％ 

安全管理員 

（教室コーディネーター） 
１，２００円 ２８％ 

会議出席 １，６００円  １％ 

その他支援業務に係る経費 － ２５％ 

 

10 法令等の遵守 

チャレンジスクール事業等の実施にあたっては、本仕様書及び本特記仕様書のほ

か、国及びさいたま市が定める各種法令等を遵守しなければならない。また、法令

等の改正があった場合は、改正後の法令等を遵守しなければならない。 
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さいたま市チャレンジスクール運営支援業務仕様書 用語集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称 意味 掲載ページ 

学習プログラム 児童生徒に学ぶ楽しさを教え、基礎学力の向上や

学習習慣の定着を図ることを目的としたプログ

ラム。 

（予習・復習、補充学習・ＩＣＴを活用した学習

活動など） 

６ページ 

８ページ 

体験プログラム スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動など、

児童生徒の社会性、自主性、創造性等の豊かな人

間性をはぐくむことを目的としたプログラム。 

（各種スポーツ、実験・工作教室、英会話、文化・

芸術教室、地域探検、農業体験 など） 

６ページ 

教室コーディネーター チャレンジスクール事業の中心的な役割を担う

ボランティアスタッフ。 

６ページ 

１５ページ 

学校地域連携コーディ

ネーター 

社会教育法 第９条の７ における「地域学校協働

活動推進員」に準ずる学校職員。 

地域学校協働活動に係る業務にあたる。 

７ページ 

１３ページ 

思考力教材 論理的思考力や批判的思考力等を養うことを目

的とした教材。 

８ページ 

ボランティアシティ 

さいたまＷＥＢ 

（ぼらたま） 

さいたま市の事業に関するボランティア募集情

報と応募登録の総合サイト。 

URL https://volunteercity-saitama.jp/ 

９～１４ 

ページ 

さいたま市放課後子ど

も居場所事業 

授業がある日は放課後から（土曜日は午前８時か

ら）、午後５時までは希望するすべての児童に、午

後７時までは保護者の就労等の要件を満たした

児童に保育を提供する事業。子ども未来局で所掌

し、令和８年度は２５の小学校で実施する。 

１３ページ 

https://volunteercity-saitama.jp/
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別紙１ 
「運営費等に係る事務手続き」 

 
運営費等の事務手続きフロー 
時期 各チャレンジスクール 受託者 
年度 
当初

等 

 
 

 
 
  
 
 
 

毎月  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度

末 
 
 
 

 
 
 
 
 

※フローの方法に依りがたい場合は、あらかじめ委託者と協議し、同意を得ること。 
【運営費の内訳及び例】 
・ 消耗品費 

コピー用紙、プリンタトナー、文房具（筆記具、のり、はさみ、テープ等）、救急

用具、活動用具（なわひも、ボール、ＣＤプレイヤー、折り畳み机等） 
※さいたま市の規則上備品（消費税込の購入価格が５万円以上の物品）の購入は

不可 
・ 印刷製本費 

コピー代、説明会資料・ボランティア募集チラシ印刷代、写真プリント代 
・ 通信運搬費等 

切手代、宅配便発送料、振込手数料

報告書等の提出 
（詳細は別紙２参照） 

仮払金の請求受諾 
仮払金の振込 

仮払金の請求 
※チャレンジスクールで必要な場合 

活動に必要な物品等の購入 

活動の実施 

報告書等の受領 
（詳細は別紙２参照） 
 

入金確認、精算完了 

報告内容の確認 
物品購入費用等の補充分の振込 

購入費用の入金の確認 

精算 

仮払金入金の確認 

仮払金精算用請求書の発行、送付 
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別紙２ 
  「謝金等事務手続き」 

 
スタッフへの謝金等の事務手続きフロー 

各チャレンジスクール スタッフ 受託者 
（毎月の活動時） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（年末調整関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※フローの方法に依りがたい場合は、あらかじめ委託者と協議し、同意を得ること。 
※毎月の報告書類は、追加、変更となることがあります。 

次の報告書等を受領（毎月） 
・月次謝金額･経費報告書の写し 
・活動報告書兼スタッフ参加簿 
・経費明細書 
・領収書添付用紙 
・特別な講師報告書兼謝金領収書 
・交通費請求書 
・スタッフ名簿（初回のみ） 
 

報告書等の内容確認後、謝金

等の振込 

謝金の受領 
※現金払の場合 

 

謝金受領の確認 

（初回のみ）スタッフ登録 スタッフ名簿作成 

活動実施後、報告書を提出 
※翌月１０日まで 

謝金の入金確認・引出 
※現金払の場合 

謝金の入金確認 
※口座振込の場合 

 

謝金の支払 
 

給与支払報告書等を市民税担

当課等に提出 

源泉徴収票等受領、確認 

スタッフ名簿登録内容等の確

認依頼 名簿内容等確認、修正依頼 

名簿内容等確認、修正等回答 

確定名簿の作成、提出 
確定名簿受領、名簿確定 

支払内容取りまとめ 
源泉徴収票等送付 

源泉徴収票等受領、配布 

受領印（署名）の確認 
※現金払の場合 
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 別紙３ 

 「講師派遣の手配に係る事務手続き」 
 
外部講師の手配フロー 

各チャレンジスクール 外部講師等 受託者 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（年末調整関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※フローの方法に依りがたい場合は、あらかじめ委託者と協議し、同意を得ること。 
 

実施内容の詳細を打ち合わせ 

活動の実施 
 

謝金の支払 
※現金払 

謝金相当額の入金の確認 

謝金受領書の確認 

報告書等の受領 

報告書の内容確認後、謝金相当

額振込 

講師の選定 

実施希望日、内容等を依頼 依頼を受諾 

謝金の受領 

報告書等の提出 

（詳細は別紙２参照） 

支払調書等を市民税担当課等

に提出 

支払調書等受領、確認 

スタッフ名簿登録内容等の確

認依頼 
名簿内容等確認、修正依頼 

名簿内容等確認、修正等回答 

確定名簿の作成、提出 
確定名簿受領、名簿確定 

支払内容取りまとめ 
支払調書等送付 

支払調書等受領、配布 
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さいたま市チャレンジスクール推進事業実施要綱 
 
 （趣旨） 
第１条 この要綱は、文部科学省が定める学校・家庭・地域連携協力推進事業費

補助金実施要領に基づき、さいたま市教育委員会（以下「委員会」という。）

が実施するチャレンジスクール推進事業（以下「事業」という。）について必

要な事項を定めるものとする。 
（事業の目的） 

第２条 事業は、土曜日や放課後等に学校の教室等を活用して、より多くのより

幅広い層の地域住民、団体等の参画を得て、地域と学校が連携・協働して、子

どもたちの自主的な学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の多

様な活動を実施することにより、地域社会の中で、子どもたちを心豊かで健や

かにはぐくむことを目的とする。 
（事業の内容） 

第３条 事業の内容は、次のとおりとする。 
⑴ 土曜チャレンジスクール 

子どもたちに学ぶ楽しさを教え、基礎学力の向上や学習習慣の定着を図

るため、土曜日等に子どもたちの自主的な学習や体験活動等を実施する。 
 ⑵ 放課後チャレンジスクール 

子どもたちの社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性をはぐくむため、

放課後等に子どもたちのスポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等を実

施する。放課後チャレンジスクールの実施に当たっては、さいたま市放課後

児童クラブと連携して実施する。 
（事業の運営等） 

第４条 事業の運営等は、次のとおりとする。 
⑴ 委員会は、事業の企画及び運営を行うため、各チャレンジスクールに設置

される、地域住民等による実行委員会に、次に掲げる者（以下「スタッフ」

という。）を配置する。 
  ア 事業の中心的な役割を担う「教室コーディネーター」 

イ 子どもたちの学習を支援する「学習アドバイザー」 
ウ 子どもたちの安全を管理する「安全管理員」  

⑵ 委員会は、事業が効率的かつ円滑に実施できるよう、第１号アに掲げる 
者で構成するチャレンジスクール運営会議を設置する。 

⑶ 委員会は、第１号に掲げる者の資質向上を図るため、研修を実施する。 
（事業の実施校） 
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第５条 事業の実施校は、次のとおりとする。 
⑴ 土曜チャレンジスクールは、市立全小・中学校とする。 
⑵ 放課後チャレンジスクールは、市立全小学校とする。 
（事業の実施場所） 

第６条 事業の実施場所は、次のとおりとする。 
⑴ 実施校の校地 
⑵ 校舎 
⑶ 校舎の附属設備 
⑷ その他委員会が必要と認めた場所 
（事業の対象者） 

第７条 事業の対象者は、次のとおりとする。 
⑴ 土曜チャレンジスクールは、市立小・中学校の全児童生徒とする。 
⑵ 放課後チャレンジスクールは、市立小学校の全児童とする。 
（事業の参加者） 

第８条 事業の参加者は、次のとおりとする。 
 ⑴ 事業の参加者は、各実行委員会が決定する。 
⑵ 委員会は、事業の実施に当たっては、｢障害を理由とする差別の解消の推

進に関する法律」（平成２５年法律第６５号）第１０条及び附則第４条の規

定に基づき委員会が定めた「地方公共団体等職員対応要領」に基づき、障害

者に対する合理的配慮に留意する。 

（事業の参加費等） 
第９条 事業の参加費は無料とする。ただし、教材費等で参加者が消費する実費

相当額等の負担を、参加者の保護者に対し求めることができる。 
 （参加者等の安全管理） 
第１０条 委員会は、参加者及びスタッフの安全管理について、常に細心の注意

を払うものとし、事故の防止及び災害発生時の避難方法のほか、帰宅時の安全

確保に十分配慮する。 
（参加者等の保険） 

第１１条 参加者等の保険は、次のとおりとする。 
 ⑴ 委員会は、参加者及びスタッフを対象とした傷害保険に加入し、保険料 

の負担は次のとおりとする。 
ア 参加者にかかる保険料は、参加者の保護者が負担する。 
イ スタッフにかかる保険料は、委員会が負担する。 

⑵ 委員会は、活動中に生じた事故等を対象とした損害賠償責任保険に加入 
し、保険料は委員会が負担する。 
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（個人情報の取扱い） 
第１２条 実行委員会及びスタッフは、事業の実施上知り得た秘密及び取得し

た個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、これを事業以外に使用して

はならない。このことは、スタッフを退いた後においても同様とする。 
（事業の委託） 

第１３条 委員会は、事業の実施に当たっては、事業の運営業務等を委託するこ

とができる。 
（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 
附 則 
この要綱は、平成２２年１月２２日から施行する。 
附  則 
この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 
附  則 
この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 
附  則 
この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
附  則 
この要綱は、平成３０年１月９日から施行する。 
附  則 
この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 


